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制限超過利息に係る更正の請求を否定した

裁判例の検討 

(東京地判平成 25 年 10 月 30 日) 
 

 今回のニューズレターは、貸金業者である原告(旧株式

会社武富士。現在は更生会社である TFK 株式会社)(以下

｢原告｣といいます。)がした更正の請求に対して、課税当局

が更正をすべき理由がないとしてした通知処分(以下｢本件

通知処分｣といいます。)は適法である旨判示して、納税者

敗訴の判断を下した、東京地判平成 25 年 10 月 30 日

(LEX/DB25502627。控訴審係属中。以下｢本判決｣といい

ます。)の概要を紹介します。 

 

1． 事案の概要 

 

 原告は、更生手続開始の申立てをするまでの各事業年

度において、利息制限法 1 条に規定する利率を超える利

息及び遅延損害金(以下｢制限超過利息｣といいます。)を

含む約定利息を任意の弁済として収受し、当該約定利息

に係る収益を益金の額に算入した上で法人税の確定申告

をしていました。しかし、平成 18 年 1 月 13 日に、最高裁

判所において、旧貸金業法 43 条(平成 21 年 12 月 19 日

に廃止)1 項の適用を厳格に解する判断を示す判決(最二

小判平成 18 年 1 月 13 日民集 60 巻 1 号 1 頁)が言い渡

された後、原告に対する過払金返還請求が急増し、それに

より原告の経営は悪化したため、原告は会社更生手続開

始申立を行い、平成 22 年 10 月 31 日に更生手続開始決

定を受けました(なお、原告は、平成 22 年 10 月期の決算

において、過年度超過利息等損失約 2 兆 2469 億円を特

別損失として計上しています。)。 

 

 かかる事情の下、原告は、会社更生手続において制限

超過利息に対応する過払金返還請求権に係る債権が更

生債権として確定したことに伴い、過去の各事業年度にお

いて益金の額に算入された金額のうち当該更生債権に対

応する部分は私法上無効なものであるから、同部分を益

金の額から差し引いて法人税の額を計算すべきであるとし

て、国税通則法 23 条 2 項 1 号所定の後発的事由に基づ

く更正の請求を行いました。本件は、課税当局が原告によ

る更正の請求に理由のない旨の本件通知処分をしたた

め、原告がかかる処分の取消しを求めて、不服申立手続

を経て、訴訟提起に至ったものであり、原告は、主位的に、

本件通知処分の取消しを求める請求をし、予備的に、民法

703 条に基づく不当利得返還請求をしています。 

 

2． 本件における争点及び関連する法令の規定 

 

 本件における主な争点は、原告が過去に収受した収益

について私法上無効であるとして返還義務が確定したこと

から、国税通則法 23 条に基づき、過年度の課税所得及び

税額等を遡及的に是正すべきであるとする更正の請求が

認められるかという点です。 

 

 この点、国税通則法 23 条 1 項は、納税者が｢申告書に

記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関す

る法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算の誤り

があったことにより、当該申告書の提出により納付すべき

税額・・・が過大であるとき｣など、同項各号に該当するとき

には、法定申告期限から一定の期間(平成 23 年 12 月 2

日より前に法定申告期限が到来する国税については、1

年以内、同日以降に法定申告期限が到来する国税につい

ては 5 年以内)に限り、更正の請求を認めています。本件

では、原告は、かかる期間制限を考慮して、その例外を定

める同条 2 項所定の後発的事由に基づく更正の請求を主

張しています。即ち、本件では、原告は、同条 2 項 1 号所

定の｢申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等

の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決

(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)に

より、その事実が当該計算の基礎としたところと異なること

が確定したとき｣を充足するとして、｢その確定した日の翌

日から起算して二月以内｣にした更正の請求は認められる

べきである旨主張しています。それ故、本件では、同条 1

項及び 2 項所定の要件を充足するか否かが争点となりま

した。 
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3． 本判決の概要について 

 

 本判決は、以下の理由により原告の主位的請求に係る

主張を排斥し、また、予備的請求である不当利得返還請

求に係る主張についても、｢法律上の原因｣のないことに該

当する事由が存在するとは認め難い、として排斥して、原

告の請求を棄却しました。 

 

(1) 国税通則法 23 条 1 項と 2 項の関係 

 

 まず、本判決は、国税通則法 23 条 2 項に基づく更正の

請求をする場合においても、その理由については、同条 1

項各号に掲げるもののいずれかに該当する必要があるこ

とを明示し、本件においても、同条１項１号所定の、原告に

おける各事業年度の法人税に係る｢課税標準等若しくは税

額等の計算が国税に関する法律〔筆者ら注：法人税法〕の

規定に従っていなかった｣か否か又は｢当該計算に誤りが

あった｣か否かが問題となる旨判示しています1。 

 

(2) 法人税法 22 条 4 項所定の公正処理基準 

 

 次に、本判決は、法人税法 22 条 4 項は、各事業年度に

おける収益の額及び損金の額は、｢一般に公正妥当と認

められる会計処理の基準｣(以下｢公正処理基準｣といいま

す。)に従って計算されるものとする旨定めているところ、法

人が採用した会計処理の基準が法人税法 22 条 4 項の公

正処理基準に該当するか否かは、法人税の適正な課税及

び納税義務の履行の確保を目的とする法人税法の独自の

観点から判断されるものであるとしています。その上で、本

判決は、①過去の利益計算に修正の必要が生じた場合の

収益等の額の取扱いにつき、企業会計原則においては、

過去の財務諸表を修正することなく、要修正額をいわゆる

前期損益修正として当期の特別損益項目に計上する方法

を用いるとされていること、②株主総会への提出及びその

承認等を経て確定した計算書類は、剰余金の額の計算や

配当等の制限等の基礎となるなど、事後的な修正になじま

ないこと、③法人税法には事業年度を超えて課税関係を

調整する制度として欠損金の繰戻しによる還付や欠損金

の繰越しに関する規定が設けられていること等の理由か

ら、法人税法は｢人為的に期間を区切って会計の計算をす

る必要があることを前提(いわゆる継続企業の前提)とした

上、･･･当該事業年度の収益又は費用若しくは損失につい

ては、当該事業年度に係る確定した決算に基づき、その発

生の原因の実際の有効性等のいかんを問わず、これを認

識するものとして｣いるとして、｢前期損益修正の処理は、

法人税法 22 条 4 項に定める公正処理基準に該当すると

解するのが相当である｣と判示しました。 

 

 そして、本件では、以上を前提とすれば、過払金返還請

求権に係る債権が更生債権として確定したとしても、当該

確定の事由が生じた日の属する事業年度である平成 22

年 10 月期に、企業会計上、前期損益修正の方法で過年

度超過利息等損失が一括して計上されていること等を踏

まえ、過払金返還請求権に係る債権は当該事業年度にお

いて一括して処理されることとなるから、過去の各事業年

度における課税所得又は税額等の計算に遡及的に影響を

及ぼすものとはいえず、｢計算が国税に関する法律の規定

に従っていなかったこと又は当該計算の誤りがあったこと｣

に該当する事情はない、と判示しました。 

 

(3) 原告の主張の排斥 

 

 原告は、企業会計における前期損益修正は便宜的に採

用された方法であり、継続企業であるという前提が当ては

まらない場合など、当該便宜的方法により不都合が生じる

場合は、遡及的に過年度の所得を是正することが認めら

れるべきであり、また、企業会計基準第 24 号｢会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準｣(以下｢過年度遡及

会計基準｣といいます。)も一定の場合に決算の遡及的訂

正を認めている旨主張しました。 

 しかし、本判決は、｢企業会計において、原告が指摘する

ような場合について遡及的に過年度の所得を是正すると

の会計上の処理をすることが一般的に許容されていると認

めるに足りる証拠等は見当たらない上、法人税法及びそ

の関係法令において、法人税に関し、上記のような場合に

ついて前期損益修正の処理と異なる取扱いをすることを許

容する特別の規定も見当たらない｣2とし、過年度遡及会計

基準についても、原告の主張によっても本件で適用される

ものではなく、同基準が会計上の変更又は過去の誤謬の

訂正に該当する場合以外の場合を含めて過年度の確定し

た決算の内容を遡及的に訂正等をすることを広く認めるも

のであると解すべき根拠は見当たらないとして、原告の主

張を排斥しています。 

 

 また、原告は、更生手続においては継続企業の公準が

妥当する通常企業とは全く異なる会計処理が制度化され

ており、過年度の課税関係の調整を受ける余地がないた

め、過年度所得の是正が認められるべきである旨主張し

ましたが、かかる主張についても、更生会社につき原告の

主張するような取扱いをすることを許容する旨を定めた規

定は見当たらず、更生計画で更生会社を清算することとさ

れた等の一事をもって、公正処理基準に該当する前期損

益修正の処理と異なる処理をすべきものとはいい難いとし

て、同様に排斥されています。
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4． 本判決の検討 

 

(1) 制限超過利息に関する最高裁判例との関係 

 

 本件で問題となっている制限超過利息については、法律

上それを収受することが違法無効であっても、現実に収受

されている場合には、それを課税上益金として算入すべき

旨判示した、最三小判昭和 46 年 11 月 9 日民集 25 巻 8

号 1120 頁)3があります。それ故、当該判例に係る事案と

本件における事案において特段結論に差異を設けるべき

理由がなければ、最二小判平成 18 年 1 月 13 日によって

弁済の任意性が否定されて制限超過利息の収受が違法と

なり、更生手続において過払金返還債務が確定したとして

も、それに対応する収益を課税上益金として算入したこと

が過年度において否定されることにはならないため、直ち

に過年度において｢計算が国税に関する法律の規定に

従っていなかったこと又は当該計算の誤りがあったこと｣に

はならないものと考えられます。 

 

 本判決は、遡及的に過年度の所得を是正することができ

ないという理由により請求を棄却したため、この点に触れ

ることなく結論を出していますが、控訴審においては、上記

判例との関係で、そもそも所得を是正する実質的根拠が

存するかという点も一つの争点となる可能性があります。 

 

(2) 本判決の射程 

 

 本判決は、過去の利益計算に修正の必要が生じた場合

の取扱いとして、前期損益修正の処理は、法人税法 22 条

4 項に定める公正処理基準に該当すると判示しており、法

人の所得計算においては、過年度所得の是正は当期の損

益を修正することで行うべきであり、過年度の収益を遡及

修正することで過年度所得を是正することはできないとす

る過去の下級審裁判例の傾向4に沿う判断をしています。 

 

 もっとも、本判決が、過年度の決算が修正される場合に

更正の請求により過年度の課税所得及び税額が修正され

る可能性を全て否定したものではないことには留意すべき

です。例えば、本件のように企業会計上前期損益修正の

処理がなされ、過年度損益修正損を一括計上している場

合とは異なり、会計上の｢誤謬｣5があるものとして過年度遡

及会計基準が適用され、過去の誤謬による訂正が行われ

た結果、過年度の課税所得計算に影響が生じる場合に

は、過年度遡及会計基準に従った処理を法人税法 22 条 4

項所定の公正処理基準に該当するものとして、税務上も、

修正申告の必要性や更正の請求が認められる可能性が

あると考えられます 6。従って、納税者としては、前期損益

修正によって処理されるべき後発的な事情による損金の

発生であるか、過去の誤謬の訂正に伴う更正の請求を行

うべき場合であるかを適切に判断する必要があります。 

以 上 

                                                 
1 原告は、過払金支払請求権に基づく更生債権が確定したという事

実が過去の税額が過大であったことを確定させる｢判決｣と同一の

効力を有する行為に当たるとして、国税通則法 23 条 2 項 1 号所

定の期間制限の例外に当たると主張していましたが、本判決では

そもそも同条 1 項所定の事由がないと判断がされたため、期間制

限の例外が認められるかどうかについては判断されませんでし

た。 
2 法人税基本通達 2-2-16 では、過年度の収益にかかる取引が解

除等された場合の損失の額を、過年度ではなく損失が生じた事業

年度の損金の額に算入するとされています。 
3 同判決は｢課税の対象となるべき所得を構成するか否かは、必ず

しも、その法律的性質いかんによつて決せられるものではない。…

貸主は、いつたん制限超過の利息・損害金を収受しても、法律上

これを自己に保有しえないことがありうるが、そのことの故をもつ

て、現実に収受された超過部分が課税の対象となりえないものと

解することはできない。｣と判示しつつ、現実に収受していない場合

には、収入実現の蓋然性がないため所得に含まれないとしていま

す。 
4 このような考え方を示した裁判例及び裁決例として、横浜地判昭

和 60 年 7 月 3 日判時 1173 号 51 頁、新潟地判平成 2 年 7 月 5

日税務訴訟資料 180 号 1 頁、国税不服審判所裁決昭和 56 年 4

月 17 日裁決事例集 22 集 1 頁などがあります。 
5 過年度遡及会計基準では、｢誤謬｣とは、原因となる行為が意図的

であるか否かにかかわらず、財務諸表作成時に入手可能な情報

を使用しなかったことによる、又はこれを誤用したことによる、①財

務諸表の基礎となるデータの収集又は処理上の誤り、②事実の見

落としや誤解から生じる会計上の見積りの誤り、③会計方針の適

用の誤り又は表示方法の誤りであるとされています(4 項(8))。 
6 国税庁｢法人が『会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準』を適用した場合の税務処理について｣(平成 23 年 10 月 20 日)

問 7 参照。 
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